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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭載されたバッテリに外部から供給されて充電された電力を少なくとも用いて走行する
車両を運転する運転者に対して、前記車両の現在地を含む周辺地図上に走行可能範囲を重
畳表示して支援する運転支援装置であって、
　前記外部から供給されて前記バッテリに充電される電力に関し、発電方法の違いに基づ
いて前記供給される電力の由来を識別するための電力由来識別情報を用いて識別される電
力の利用順を設定して同識別される電力ごとに前記車両の走行可能範囲を決定し、
　前記決定した前記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲を区別して前記車両の
周辺地図上に重畳表示して前記車両の運転者に提示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した運転支援装置において、
　前記車両は、更に、内燃機関による駆動力をも用いて走行するものであり、
　前記利用順を設定して前記識別される電力ごとに前記車両の走行可能範囲を決定すると
ともに、前記内燃機関による駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲を決定し、
　前記決定した前記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲と前記内燃機関による
駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲とを区別して前記車両の周辺地図上に重畳表示し
て前記車両の運転者に提示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項３】
　搭載されたバッテリに外部から供給されて充電された電力を少なくとも用いて走行する
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車両を運転する運転者に対して、前記車両の現在地を含む周辺地図上に走行可能範囲を重
畳表示して支援する運転支援装置であって、
　前記外部から供給されて前記バッテリに充電される電力に関し、発電方法の違いに基づ
いて前記供給される電力の由来を識別するための電力由来識別情報を少なくとも取得する
識別情報取得手段と、
　前記識別情報取得手段によって取得された前記電力由来識別情報を用いて識別される電
力の利用順を設定する電力利用順設定手段と、
　前記バッテリに充電されていて、前記識別情報取得手段によって取得された前記電力由
来識別情報を用いて識別される電力ごとに、この識別される電力を用いた前記車両の航続
可能距離を算出する航続可能距離算出手段と、
　前記航続可能距離算出手段によって前記識別される電力ごとに算出された前記車両の航
続可能距離をそれぞれ用いて、前記電力利用順設定手段によって設定された前記利用順で
前記識別される電力ごとに前記車両の走行可能範囲を決定する走行可能範囲決定手段と、
　前記走行可能範囲決定手段によって決定された前記識別される電力ごとの記車両の走行
可能範囲を区別して前記車両の周辺地図上に重畳表示し、前記車両の運転者に提示する走
行可能範囲提示手段とを備えたことを特徴とする運転支援装置。
【請求項４】
　請求項３に記載した運転支援装置において、
　前記車両は、更に、内燃機関による駆動力をも用いて走行するものであり、
　前記航続可能距離算出手段は、
　前記識別される電力を用いた前記車両の航続可能距離を算出するとともに、前記内燃機
関による駆動力を用いた車両の航続可能距離を算出し、
　前記走行可能範囲決定手段は、
　前記電力利用順設定手段によって設定された前記利用順で前記識別される電力ごとに前
記車両の走行可能範囲を決定するとともに、前記航続可能距離算出手段によって算出され
た前記内燃機関による駆動力を用いた前記車両の航続可能距離を用いて、前記内燃機関に
よる駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲を決定し、
　前記走行可能範囲提示手段は、
　前記走行可能範囲決定手段によって決定された前記識別される電力ごとの前記車両の走
行可能範囲と前記内燃機関による駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲とを区別して前
記車両の周辺地図上に重畳表示し、前記車両の運転者に提示することを特徴とする運転支
援装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか一つに記載した運転支援装置において、
　前記電力由来識別情報は、
　環境への負荷が小さい自然エネルギーを用いた発電方法により発電された由来を有する
グリーン電力とそれ以外の由来を有する非グリーン電力とを識別する情報であることを特
徴とする運転支援装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか一つに記載した運転支援装置において、
　前記車両の走行可能範囲は、
　現在地を出発した前記車両が再び前記現在地に戻るように往復するときの走行可能範囲
であることを特徴とする運転支援装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか一つに記載した運転支援装置において、
　前記車両が走行に伴って前記決定された前記車両の一の走行可能範囲から他の走行可能
範囲に移動するとき、前記車両の運転者に対して前記走行可能範囲の移動を報知すること
を特徴とする運転支援装置。
【請求項８】
　請求項７に記載した運転支援装置において、
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　前記電力由来識別情報が、環境への負荷が小さい自然エネルギーを用いた発電方法によ
り発電された由来を有するグリーン電力とそれ以外の由来を有する非グリーン電力とを識
別する情報であり、
　前記車両が、前記決定された前記車両の走行可能範囲のうち、前記グリーン電力を用い
て走行する走行可能範囲から前記非グリーン電力を用いて走行する走行可能範囲に移動す
るとき、
　前記車両の運転者に対して前記走行可能範囲の移動を報知するとともに、前記グリーン
電力による前記バッテリの充電の要否を報知することを特徴とする運転支援装置。
【請求項９】
　請求項８に記載した運転支援装置において、
　更に、前記車両の現在地を検出するとともに所定の地点までの経路を探索して案内する
ナビゲーション手段を備えており、
　前記車両が、前記決定された前記車両の走行可能範囲のうち、前記グリーン電力を用い
て走行する走行可能範囲から前記非グリーン電力を用いて走行する走行可能範囲に移動す
るとき、
　前記ナビゲーション手段に対して、前記グリーン電力による前記バッテリの充電が可能
な充電スタンドまでの経路を探索させ、
　この探索された充電スタンドを前記車両の運転者に対して報知することを特徴とする運
転支援装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか一つに記載した運転支援装置において、
　前記車両の走行可能範囲ごとに色を塗り分けて前記車両の周辺地図上に重畳表示し、前
記車両の運転者に提示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載した運転支援装置において、
　前記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲について色を塗り分けて前記車両の
周辺地図上に重畳表示し、前記車両の運転者に提示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項１２】
　請求項３又は請求項４に記載した運転支援装置において、
　前記走行可能範囲決定手段は、
　前記車両が現在地から走行し得る複数の道路上を走行したときの距離を決定し、この決
定した距離が前記航続可能距離算出手段によって算出された前記車両の航続可能距離より
も小さくなる地点を前記道路ごとに特定し、この特定した地点群をそれぞれ接続すること
により、前記車両の走行可能範囲を決定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載した運転支援装置において、
　前記走行可能範囲決定手段は、
　前記車両の周方向にて全周に渡り所定の角度範囲ごとに区域を設定し、この設定した区
域内に含まれる前記特定した地点のうちで前記車両の現在地からの直線距離が最大となる
地点を決定し、前記区域ごとに決定した地点をそれぞれ接続することにより、前記走行可
能範囲を決定することを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転を支援する運転支援装置に関し、特に、車両を利用して行動可能
な範囲を提示して車両の運転を支援する運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、下記特許文献１に示されているような情報提示装置は知られている
。この従来の情報提示装置は、ユーザが操作を行うインターフェースと、車両の現在位置
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を取得する現在位置情報取得手段と、車両の充電状態を検知し、駆動エネルギー源として
の電力の残量を検知する残量検知手段と、これらの各種の情報を受け付ける受付手段と、
航続距離の算出、経路情報の編集に必要な情報が記憶されている記憶手段と、車両のエネ
ルギーの残量に基づいて航続距離を算出する航続距離算出手段と、この算出された航続距
離から走行可能範囲を設定し、ユーザに提示される経路情報を編集する編集手段と、この
編集された経路情報をユーザに提示する出力手段とを備えている。これにより、電気自動
車で目的地まで移動するときに、途中給電しなくても目的地に到着できることを前提とし
て、寄り道可能範囲が地図上に重畳表示して提示されるため、ユーザは寄り道をしても給
電することなく目的地に到着できるか否かを容易に判断することができ、エネルギー状態
について不安を抱くことなく安心して運転することができるようになっている。
【０００３】
　又、従来から、例えば、下記特許文献２に示されているような車両の表示装置も知られ
ている。この従来の車両の表示装置は、複数の走行モードを有するハイブリッド車両に適
用されて、地図情報を表示する表示部と、表示部に対し地図情報の道路部分に車両の道路
に対応する走行モードを認識可能に表示させる制御部とを備えている。これにより、運転
者は、走行する道路に応じてハイブリッド車両の走行モードの切り替え（ＥＶモード又は
ＨＶモード）に関する将来の情報を予め知ることができるようになっている。
【０００４】
　又、従来から、例えば、下記特許文献３に示されているような電気自動車のナビゲーシ
ョンシステムも知られている。この従来の電気自動車のナビゲーションシステムは、電気
自動車の走行状態を通常走行モードとエコノミー走行モードとのいずれか一方のモードと
して走行制御する機能を有する走行制御手段に接続されるようになっている。これにより
、ナビゲーションシステムの地図情報を走行制御手段に取り込んで車両の到達可能範囲等
の車両状況を理解し易い地図情報として運転者に表示させることができるとともに、走行
制御手段が通常走行モードとエコノミー走行モードとのいずれか一方で走行制御すること
によって運転者の意思を最低限許容しつつ目的地まで確実に到達させることができるよう
になっている。
【０００５】
　又、従来から、例えば、下記特許文献４に示されているような電気自動車用表示装置も
知られている。この従来の電気自動車用表示装置は、自車の検出された位置に基づいて記
憶媒体から読み出された地図情報に従って画面に写し出されている道路地図上に自車の現
在位置を表示し、バッテリの検知された残容量に基づいて記憶媒体から読み出された道路
地図上における各道路の地形情報に従って所定の地形による道路を走行するときのバッテ
リの電力消費量から車両の走行可能距離を求め、その求められた車両の走行可能距離に基
づいて自車の現在位置から見た走行可能範囲を道路地図上に表示するようになっている。
【０００６】
　更に、従来から、例えば、下記特許文献５に示されているような地図表示装置も知られ
ている。この従来の地図表示装置は、ハイブリッド車両における現在のバッテリのＳＯＣ
値、車両周辺の道路形状や勾配情報、交通情報、学習情報等を取得し、取得した各情報に
基づいてバッテリへの複数種類の充電時間毎に充電後の車両の走行可能範囲を算出し、算
出された複数の走行可能範囲を同時に液晶ディスプレイに表示するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２１５２２号公報
【特許文献２】特開２００８－８２９４４号公報
【特許文献３】特開２００１－１１２１２１号公報
【特許文献４】特開平７－８５３９７号公報
【特許文献５】特開２００９－２５１２８号公報
【発明の概要】
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【０００８】
　ところで、近年、地球温暖化の防止等、地球環境を保全する機運が高まっている。そし
て、このような地球環境を保全する観点から、ハイブリッド車両や電気自動車が盛んに研
究されており、更なる環境負荷の低減及び利便性を向上させるためにプラグインハイブリ
ッド車両（ＰＨＶ）も盛んに研究されている。このＰＨＶにおいては、充電スタンドを介
して搭載されたバッテリを外部から充電することができるため、ＰＨＶの運転者（ユーザ
）は、例えば、温室効果ガスであるＣＯ２の排出量の極めて少ない太陽光発電あるいは風
力発電等やＣＯ２の排出量の多い火力発電等といった異なる発電方法によって得られた電
力すなわち発電由来の異なる電力をバッテリに充電することができる。そして、ＰＨＶに
おいては、このようにバッテリに充電された電力を利用したモータの駆動力と内燃機関に
よる駆動力とを用いて走行することができるため、地球環境の保全に大きく寄与すること
ができる。
【０００９】
　この場合、地球環境を保全する意識の高いユーザ（運転者）は、自身が利用するＰＨＶ
のバッテリを、例えば、温室効果ガスの排出量が極めて少ない太陽光発電や風力発電等に
よって発電された電力、所謂、グリーン電力で充電し、この充電したグリーン電力を利用
して移動することを望む傾向にあると言える。ここで、上記従来の各装置及びシステムに
おいては、グリーン電力であるか否かを区別することなく、単にバッテリの充電量に応じ
た車両の走行可能範囲（航続可能距離）を算出し、運転者に対して提示するのみである。
すなわち、上記従来の各装置及びシステムにおいては、バッテリに充電されている電力が
グリーン電力を利用して充電した電力であるか否かを区別することができないため、運転
者に対して提示される走行可能範囲（航続可能距離）はバッテリの総充電量に応じた走行
可能範囲（航続可能距離）を単に提示しているにすぎない。
【００１０】
　この場合、ＰＨＶを利用するような地球環境を保全する意識の高いユーザ（運転者）に
とっては、特定のエネルギー（具体的には、グリーン電力）の利用を重視したい状況にお
いて、上記従来の各装置及びシステムにより提示される情報では不十分である。従って、
地球環境の保全に寄与しているか否かが明確となるように、発電方法の異なる電力の由来
に関連する情報を明確にユーザ（運転者）に提示し、地球環境を保全する意識の高いユー
ザ（運転者）の意図を満足させることが望まれている。
【００１１】
　本発明は、上記した問題に対処するためになされたものであり、その目的は、走行に利
用するエネルギーの由来を明確にして車両の走行可能範囲を適切に提示し、運転を支援す
る運転支援装置を提供することにある。
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明による運転支援装置は、搭載されたバッテリに外部か
ら供給されて充電された電力を少なくとも用いて走行する車両を運転する運転者に対して
、前記車両の現在地を含む周辺地図上に走行可能範囲を重畳表示して支援するものである
。そして、本発明による運転支援装置の特徴は、前記外部から供給されて前記バッテリに
充電される電力に関し、発電方法の違いに基づいて前記供給される電力の由来を識別する
ための電力由来情報を用いて識別される電力ごとに前記車両の走行可能範囲を決定し、前
記決定した前記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲を区別して前記車両の周辺
地図上に重畳表示して前記車両の運転者に提示することにある。又、この場合、前記車両
は、更に、内燃機関による駆動力をも用いて走行するものであり、前記識別される電力を
用いた前記車両の走行可能範囲を決定するとともに、前記内燃機関による駆動力を用いた
前記車両の走行可能範囲を決定し、前記決定した前記識別される電力ごとの前記車両の走
行可能範囲と前記内燃機関による駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲とを区別して前
記車両の周辺地図上に重畳表示して前記車両の運転者に提示することもできる。
【００１３】
　より具体的に、本発明による運転支援装置の特徴は、識別情報取得手段と、航続可能距
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離算出手段と、走行可能範囲決定手段と、走行可能範囲提示手段とを備えることにある。
【００１４】
　識別情報取得手段は、前記外部から供給されて前記バッテリに充電される電力に関し、
発電方法の違いに基づいて前記供給される電力の由来を識別するための電力由来識別情報
を少なくとも取得する。航続可能距離算出手段は、前記バッテリに充電されていて、前記
識別情報取得手段によって取得された前記電力由来識別情報を用いて識別される電力ごと
に、この識別される電力を用いた前記車両の航続可能距離を算出する。走行可能範囲決定
手段は、前記航続可能距離算出手段によって前記識別される電力ごとに算出された前記車
両の航続可能距離をそれぞれ用いて、前記識別される電力ごとに前記車両の走行可能範囲
を決定する。走行可能範囲提示手段は、前記走行可能範囲決定手段によって決定された前
記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲を区別して前記車両の周辺地図上に重畳
表示し、前記車両の運転者に提示する。
【００１５】
　この場合、前記車両は、更に、内燃機関による駆動力をも用いて走行するものであり、
前記航続可能距離算出手段は、前記識別される電力を用いた前記車両の航続可能距離を算
出するとともに、前記内燃機関による駆動力を用いた前記車両の航続可能距離を算出し、
前記走行可能範囲決定手段は、前記識別される電力ごとに前記車両の走行可能範囲を決定
するとともに、前記航続可能距離算出手段によって算出された前記内燃機関による駆動力
を用いた前記車両の航続可能距離を用いて、前記内燃機関による駆動力を用いた前記車両
の走行可能範囲を決定し、前記走行可能範囲提示手段は、前記走行可能範囲決定手段によ
って決定された前記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲と前記内燃機関による
駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲とを区別して前記車両の周辺地図上に重畳表示し
、前記車両の運転者に提示するとよい。
【００１６】
　そして、これらの場合、前記電力由来識別情報は、環境への負荷が小さい自然エネルギ
ーを用いた発電方法により発電された由来を有するグリーン電力とそれ以外の由来を有す
る非グリーン電力とを識別する情報であるとよい。
【００１７】
　これらによれば、搭載されたバッテリに外部から供給されて充電された電力を少なくと
も用いて走行する車両、具体的には、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド車（
ＰＨＶ）等を利用して運転者（同乗者も含めたユーザ）が行動する際、バッテリに充電さ
れている電力に基づく走行可能範囲が周辺地図上に重畳されて提示されるため、ユーザは
バッテリに充電されている電力で行動することができる範囲を極めて容易にかつ確実に把
握することができる。これにより、提示された走行可能範囲内で走行する限り、ユーザは
安心して車両を走行させて行動（移動）することができる。
【００１８】
　又、搭載されたバッテリに外部から供給されて充電された電力を用いて走行するととも
に、内燃機関による駆動力をも用いて走行する車両、具体的には、ＰＨＶ等を利用してユ
ーザが行動する際、バッテリに充電されている電力に基づく走行可能範囲とともに内燃機
関による駆動力を用いた走行可能範囲をそれぞれ区別して周辺地図上に重畳されて提示さ
れるため、ユーザは車両（具体的にＰＨＶ）を利用して行動することができる範囲を極め
て容易にかつ確実に把握することができる。
【００１９】
　そして、これらの場合には、走行可能範囲提示手段は、識別情報取得手段、航続可能距
離算出手段及び走行可能範囲決定手段により、バッテリに充電されている電力の由来ごと
に区別して、走行可能範囲を周辺地図上に重畳させて、ユーザに提示することができる。
これにより、ユーザは、バッテリに充電されている電力の由来を意識しながら車両を利用
して行動することができる。ここで、バッテリに充電されていて区別される電力の由来と
して、グリーン電力であるか非グリーン電力であるかを区別することができるため、特に
、地球環境を保全する意識の高いユーザにとっては、走行可能範囲提示手段によって提示
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される情報に従うことにより、例えば、グリーン電力の利用を重視したい意図を極めて容
易に満足させる（実現させる）ことができる。
【００２０】
　又、本発明に係る運転支援装置の他の特徴は、前記車両の走行可能範囲は、現在地を出
発した前記車両が再び前記現在地に戻るように往復するときの走行可能範囲として決定す
ることにもある。より具体的に、前記走行可能範囲決定手段を備えている場合、前記走行
可能範囲決定手段は、前記航続可能距離算出手段によって算出された前記車両の航続可能
距離に基づき、現在地を出発した前記車両が再び前記現在地に戻るように往復するときの
前記車両の走行可能範囲を決定することができる。これによれば、ユーザが、例えば、バ
ッテリに充電されている電力のみで行動したい場合、外出先に向かう途中あるいは帰宅す
る途中でバッテリに充電する必要がない走行可能範囲を極めて容易に把握することができ
る。
【００２１】
　又、本発明に係る運転支援装置の他の特徴は、前記車両が走行に伴って前記決定された
前記車両の一の走行可能範囲から他の走行可能範囲に移動するとき、前記車両の運転者に
対して前記走行可能範囲の移動を報知することにもある。より具体的に、前記走行可能範
囲提示手段を備えている場合、前記走行可能範囲提示手段は、前記車両が走行に伴って前
記走行可能範囲決定手段によって決定された前記車両の一の走行可能範囲から他の走行可
能範囲に移動するとき、前記車両の運転者に対して前記走行可能範囲の移動を報知すると
よい。
【００２２】
　この場合、前記電力由来識別情報が、環境への負荷が小さい自然エネルギーを用いた発
電方法により発電された由来を有するグリーン電力とそれ以外の由来を有する非グリーン
電力とを識別する情報であり、前記車両が、前記決定された前記車両の走行可能範囲のう
ち、前記グリーン電力を用いて走行する走行可能範囲から前記非グリーン電力を用いて走
行する走行可能範囲に移動するとき、前記車両の運転者に対して前記走行可能範囲の移動
を報知するとともに、前記グリーン電力による前記バッテリの充電の要否を報知すること
ができる。より具体的に、前記識別情報取得手段及び前記走行可能範囲提示手段を備えて
いる場合、前記識別情報取得手段によって取得される前記電力由来識別情報が、環境への
負荷が小さい自然エネルギーを用いた発電方法により発電された由来を有するグリーン電
力とそれ以外の由来を有する非グリーン電力とを識別する情報であり、前記車両が、前記
走行可能範囲決定手段によって決定された前記車両の走行可能範囲のうち、前記グリーン
電力を用いて走行する走行可能範囲から前記非グリーン電力を用いて走行する走行可能範
囲に移動するとき、前記走行可能範囲提示手段は、前記車両の運転者に対して前記走行可
能範囲の移動を報知するとともに、前記グリーン電力による前記バッテリの充電の要否を
報知することができる。
【００２３】
　そして、この場合には、前記運転支援装置が、更に、前記車両の現在地を検出するとと
もに所定の地点までの経路を探索して案内するナビゲーション手段を備えており、前記車
両が、前記走行可能範囲決定手段によって決定された前記車両の走行可能範囲のうち、前
記グリーン電力を用いて走行する走行可能範囲から前記非グリーン電力を用いて走行する
走行可能範囲に移動するとき、前記ナビゲーション手段に対して、前記グリーン電力によ
る前記バッテリの充電が可能な充電スタンドまでの経路を探索させ、この探索された充電
スタンドを前記車両の運転者に対して報知することができる。より具体的に、前記走行可
能範囲決定手段を備えている場合、前記走行可能範囲提示手段が、前記ナビゲーション手
段に対して、前記グリーン電力による前記バッテリの充電が可能な充電スタンドまでの経
路を探索させ、この探索された充電スタンドを前記車両の運転者に対して報知することが
できる。
【００２４】
　これらによれば、ユーザに対して、車両の走行している走行可能範囲が他の走行可能範
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囲に移動する（変更される）とき、例えば、音声によるメッセージ等で報知することがで
きるため、ユーザは極めて容易に現在の走行可能範囲、言い換えれば、どのエネルギーを
利用して走行（行動）しているか否かを容易に把握することができる。特に、地球環境を
保全する意識の高いユーザにとっては、報知される情報（メッセージ）により、グリーン
電力を利用しているか否かを容易に把握することができるとともに、非グリーン電力を利
用する走行可能範囲に移動するときにグリーン電力による充電の要否が報知されることに
よって、例えば、充電を必要とする場合に案内される充電スタンドでグリーン電力を充電
することができる。これにより、ユーザは、グリーン電力を利用した走行可能範囲を拡大
させることができて、グリーン電力の利用を重視したい意図を確実に満足させる（実現さ
せる）ことができる。
【００２５】
　又、本発明に係る運転支援装置の他の特徴は、前記車両の走行可能範囲ごとに色を塗り
分けて前記車両の周辺地図上に重畳表示し、前記車両の運転者に提示することにもある。
具体的に、前記走行可能範囲提示手段及び前記走行可能範囲決定手段を備えている場合、
前記走行可能範囲提示手段は、例えば、前記走行可能範囲決定手段によって決定された前
記車両の走行可能範囲ごとに色を塗り分けて前記車両の周辺地図上に重畳表示し、前記車
両の運転者に提示することができる。そして、この場合には、前記識別される電力ごとの
前記車両の走行可能範囲について色を塗り分けて前記車両の周辺地図上に重畳表示し、前
記車両の運転者に提示することができる。具体的に、前記走行可能範囲提示手段及び前記
走行可能範囲決定手段を備えている場合、前記走行可能範囲提示手段は、前記走行可能範
囲決定手段によって決定された前記識別される電力ごとの前記車両の走行可能範囲につい
て色を塗り分けて前記車両の周辺地図上に重畳表示し、前記車両の運転者に提示すること
ができる。
【００２６】
　これによれば、ユーザは極めて容易にかつ瞬時に走行可能範囲を把握することができる
。又、識別される電力ごとの車両の走行可能範囲について色を塗り分けて車両の周辺地図
上に重畳表示することにより、一般に、走行可能範囲が広大になる内燃機関による駆動力
を用いた車両の走行可能範囲まで色を塗り分けて重畳表示する必要がないため、ユーザは
、識別される電力ごとの車両の走行可能範囲を把握し易く、又、周辺地図が見やすくなる
。
【００２７】
　又、本発明に係る運転支援装置の他の特徴は、前記バッテリに充電されていて、前記電
力由来識別情報を用いて識別される電力の利用順が設定可能であることにもある。より具
体的には、前記バッテリに充電されていて、前記識別情報取得手段によって取得された前
記電力由来識別情報を用いて識別される電力の利用順を設定する電力利用順設定手段を備
えることができる。これによれば、ユーザがバッテリに充電されている由来の異なる電力
の利用順を選択して設定できることにより、例えば、グリーン電力を積極的に利用したい
ユーザは、自身の意図をより適切に反映させることができて地球環境の保全に寄与しなが
ら車両を利用して行動することができる。
【００２８】
　又、本発明に係る運転支援装置の他の特徴は、前記走行可能範囲決定手段は、例えば、
前記車両が現在地から走行し得る複数の道路上を走行したときの距離を決定し、この決定
した距離が前記航続可能距離算出手段によって算出された前記車両の航続可能距離よりも
小さくなる地点を前記道路ごとに特定し、この特定した地点群をそれぞれ接続することに
より、前記車両の走行可能距離を決定することにもある。そして、この場合には、前記走
行可能範囲決定手段は、例えば、前記車両の周方向にて全周に渡り所定の角度範囲ごとに
区域を設定し、この設定した区域内に含まれる前記特定した地点のうちで前記車両の現在
地からの直線距離が最大となる地点を決定し、前記区域ごとに決定した地点をそれぞれ接
続することにより、前記走行可能範囲を決定することができる。
【００２９】
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　これらによれば、車両の航続可能距離を用いて実際に車両が走行できる道路上の地点を
特定し、この地点群を接続することにより車両の走行可能範囲を決定することができるた
め、より正確に、言い換えれば、より実情に合った車両の走行可能範囲を決定することが
できる。そして、この場合、車両の周囲にて所定の角度範囲で区域を設定しておき、この
区域内で車両の現在地からの直線距離が最大となる地点を決定して車両の走行可能範囲を
決めることにより、より簡便にかつより効率よく車両の走行可能範囲を決定することがで
きる。
【００３０】
　更に、本発明に係る運転支援装置の他の特徴は、搭載されたバッテリに外部から供給さ
れて充電された電力を少なくとも用いて走行する車両を運転する運転者に対して、前記車
両の現在地を含む周辺地図上に走行可能範囲を重畳表示して支援する運転支援装置であっ
て、前記車両は、更に、前記バッテリに充電された電力以外による駆動力をも用いて走行
するものであり、前記バッテリに充電されている電力を用いた前記車両の走行可能範囲と
、前記バッテリに充電されている電力以外による駆動力を用いた前記車両の走行可能範囲
を決定し、前記決定した前記バッテリに充電されている電力を用いた前記車両の走行可能
範囲と前記バッテリに充電されている電力以外による駆動力を用いた前記車両の走行可能
範囲とを区別して前記車両の周辺地図上に重畳表示して前記車両の運転者に提示すること
にもある。
【００３１】
　これによれば、車両に搭載されたバッテリに充電されている電力（外部から供給された
電力に限らず、例えば、モータによって回生される電力や車両に搭載された燃料電池等に
よって発電された電力を含む）を用いた車両の走行可能範囲と、車両に搭載されたバッテ
リに充電されている電力以外（すなわち、他のエネルギー）による駆動力（例えば、化石
エネルギーを利用した内燃機関による駆動力や水素ガス等の水素エネルギーを利用した燃
料電池から直接的に供給される電力による駆動力）を用いた車両の走行可能範囲とを区別
して周辺地図上に重畳して提示することができる。これにより、ユーザはバッテリに充電
されている電力を用いた所謂ＥＶ走行モードによって行動することができる範囲と、バッ
テリに充電されている電力以外による駆動力を用いた所謂ＨＶ走行モードや燃料電池車両
における燃料電池から供給される電力を用いた走行モードによって行動することができる
範囲を極めて容易にかつ確実に把握することができる。これにより、提示された走行可能
範囲内で走行する限り、ユーザは安心して車両を走行させて行動（移動）することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係る運転支援装置の構成を示す概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係り、図１の電子制御ユニットが実行する提示プログラ
ムのフローチャートである。
【図３】電力の由来に応じた行動可能範囲の提示態様を説明するための図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係り、図１の電子制御ユニットが実行する提示プログラ
ムのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
ａ．第１実施形態
　以下、本発明の実施形態に係る運転支援装置１０（以下、単に「本装置１０」とも称呼
する。）について図面を参照しながら説明する。
【００３４】
　本発明の実施形態においては、ユーザ（運転者）が、外部からの充電が可能とされたバ
ッテリを搭載していてこのバッテリに充電された電力により駆動するモータと、このモー
タに加えて更に内燃機関を備えたプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）を利用して行動す
る状況を想定する。なお、ＰＨＶの詳細な構成及び作動については、本発明に直接関係す
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るものではなく、又、周知であるため、その図示及び説明を省略する。
【００３５】
　ＰＨＶのユーザ（運転者）は、搭載されたバッテリに充電された電力を利用したモータ
による駆動力のみを利用して走行するＥＶ走行モードと、モータによる駆動力と内燃機関
による駆動力の両方を利用して走行するＨＶ走行モードとを適宜選択して、ＰＨＶを走行
させることができるようになっている。ここで、ＰＨＶをＥＶ走行モードによって走行さ
せる場合、ユーザの取り得る行動可能範囲としては、バッテリに充電されている電力量（
以下、この電力量を「バッテリ残量」とも称呼する。）によって決定される。この場合、
ＰＨＶにおいては、広く知られているように、自宅や公共の充電施設に設けられた充電ス
タンド等を介して、一般的に電力会社から供給される商用電源のみならず、温室効果ガス
や有害ガスの排出が少なく環境への負荷が小さい自然エネルギー（太陽光や、地熱、風力
、水力、バイオマス等の再生可能エネルギー）によって発電されたグリーン電力をバッテ
リに充電することができるようになっている。すなわち、ユーザ（運転者）は、自身の環
境意識の高まりに伴って、ＰＨＶをＥＶ走行モードにより走行させる際には、積極的にグ
リーン電力を利用することができるようになっている。
【００３６】
　本装置１０は、少なくとも上述したＰＨＶに搭載可能とされており、ユーザ（運転者）
に対して、ＥＶ走行モードによる行動可能範囲（航続可能距離に基づく走行可能距離に相
当）とＨＶ走行モードによる行動可能範囲（航続可能距離に基づく走行可能距離に相当）
とをそれぞれ区別し、更には、ＥＶ走行モードでのグリーン電力による航続可能距離とグ
リーン電力以外による航続可能距離とを区別可能に提示し、ユーザ（運転者）によるＰＨ
Ｖの運転を支援するものである。このため、本装置１０は、図１に概略的に示すように、
互いに通信可能に接続された電子制御ユニット１１（航続可能距離算出手段及び走行可能
範囲決定手段）、情報提示ユニット１２（走行可能範囲提示手段）、記憶ユニット１３、
電力情報取得ユニット１４（識別情報取得手段）及びナビゲーションユニット１５（ナビ
ゲーション手段）を備えている。ここで、本装置１０としては、ＰＨＶ側に搭載されてユ
ーザ（運転者）に各種の情報を提示する車載情報端末装置や、ユーザ（運転者）が携帯し
て所持する携帯情報端末装置（例えば、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、ノ
ートパソコン等）を利用することも可能である。
【００３７】
　電子制御ユニット１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を主要構成部品とするマイクロコ
ンピュータであり、後述する提示プログラムを含む各種プログラムを実行することにより
、本装置１０の作動を統括的に制御する。ここで、電子制御ユニット１１は、例えば、車
両側（すなわち、ＰＨＶ側）に搭載された各種電子制御ユニット及び各種センサと有線又
は無線により電気的に接続するための周知のインターフェースが設けられており、電子制
御ユニット１１が車両の走行状態等を取得できるようになっている。なお、本実施形態に
おいて、車両側（ＰＨＶ側）に搭載された各種センサとしては、図１に示すように、少な
くとも、ＰＨＶに搭載されたバッテリの充電状態すなわちバッテリに充電されている電力
量を表すＳＯＣ（State Of Charge）を検出するバッテリ残量取得手段としての充電状態
検出センサＢや、ＰＨＶに搭載された燃料タンクの燃料充填状態すなわち燃料タンクに充
填されている燃料の残量を検出する燃料残量取得手段としての燃料残量検出センサＦ、Ｐ
ＨＶの起動スイッチ（イグニッションスイッチ）の操作状態を検出するＩ／Ｇ操作状態検
出センサＳが含まれるものとする。
【００３８】
　情報提示ユニット１２は、液晶表示部や音声出力部等から構成されるものであり、電子
制御ユニット１１による制御に従い、文字及び図形等を用いて後述する各種行動可能範囲
（各種走行可能範囲）やナビゲーションユニット１５による地図及び探索経路等を表示し
たり、音声を出力したりして、ユーザ（運転者）に対して種々の情報を提示（報知）する
ものである。記憶ユニット１３は、ハードディスクや半導体メモリ等の記憶媒体及び同記
憶媒体のドライブ装置を含むものであり、電子制御ユニット１１が本装置１０の作動を統
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括的に制御するために必要な各種プログラム及び各種データを予めあるいは更新可能に記
憶している。
【００３９】
　電力情報取得ユニット１４は、ＰＨＶに搭載されたバッテリを充電するとき、近距離無
線通信により充電スタンドを介して、充電される電力の由来（具体的には、発電方法の違
いに基づきグリーン電力かグリーン電力ではないか）を識別するための電力由来識別情報
及び識別した電力の供給量（充電量）を取得する。ここで、自宅及び公共場所に設置され
る充電スタンドを簡単に説明しておく。充電スタンドは、図１に簡単に示すが、電力供給
制御ユニットと通信ユニットとを備えている。そして、電力供給制御ユニットが現在充電
スタンドからＰＨＶに供給できる電力の電力由来識別情報を取得し、この電力由来識別情
報を通信ユニットが近距離無線通信により電力情報取得ユニット１４に送信する。
【００４０】
　なお、電力由来識別情報については、例えば、充電スタンドの近傍に設けられたスマー
トメータが電力の供給元における発電方法を特定することにより、電力供給制御ユニット
に供給される。具体的には、スマートメータは、電力の供給元が、例えば、太陽光発電シ
ステムであれば、現在供給されている電力が太陽光発電によるグリーン電力であるために
電力由来識別情報としてグリーン電力を表す情報を電力供給制御ユニットに出力する。こ
こで、供給される電力が、例えば、住宅に設けられた太陽光発電システムによって発電さ
れたグリーン電力である場合には、特に、電力由来識別情報として自家発電されたグリー
ン電力を表す情報を電力供給制御ユニットに出力する。一方、スマートメータは、電力の
供給元が、例えば、火力発電所であれば、現在供給されている電力が火力発電による電力
であってグリーン電力ではない（以下、グリーン電力ではない電力を「非グリーン電力」
と称呼する。）ため、電力由来識別情報として非グリーン電力を表す情報を電力供給制御
ユニットに出力する。
【００４１】
　又、電力情報取得ユニット１４は、近距離無線通信を利用することにより、充電量を取
得しながら、ＰＨＶのバッテリを適切に充電することができる。具体的に説明すると、電
力情報取得ユニット１４は、充電スタンドの電力供給制御ユニットとの間で、予め設定さ
れた周期によって充電に関する種々の情報（例えは、充電におけるリクエストコードやレ
スポンスコード、ＰＨＶ（すなわち、ユーザ）を特定するＩＤ情報、バッテリのＳＯＣ等
）を送受信するようになっている。これにより、充電スタンドの電力供給制御ユニットは
、ＰＨＶ側から取得したバッテリのＳＯＣに基づき、所望の電力量を供給するとともに供
給した電力量を表す電力量情報を通信ユニットを介して送信する。従って、電力情報取得
ユニット１４は、通信アンテナを介して、電力量情報を取得することにより、ＰＨＶのバ
ッテリの充電量を取得することができる。ここで、電力情報取得ユニット１４は、上述し
た電力由来識別情報とともに送信された電力量情報を受信して取得することにより、現在
、ＰＨＶのバッテリに充電されている電力の内訳、すなわち、グリーン電力の電力量と非
グリーン電力の電力量とを把握することができるようになっている。
【００４２】
　ナビゲーションユニット１５は、ＧＰＳ(Global Positioning System)信号検出センサ
や移動速度（車速に相当）を検出する速度センサ等を備えている。そして、ナビゲーショ
ンユニット１５は、記憶ユニット１３に予め記憶されている各種データあるいは図示を省
略する外部通信ユニットを介して外部から取得した各種データを利用して、所定の地点（
例えば、ユーザ（運転者）によって指定された目的地）までの経路を探索し、同探索した
経路を情報提示ユニット１２を利用して案内する。
【００４３】
　次に、上記のように構成された本装置１０の第１実施形態に係る作動について詳細に説
明する。本装置１０は、ＰＨＶの走行に関する情報として、ＰＨＶをＥＶ走行モードによ
り走行させることができる走行可能範囲を表す情報及びＰＨＶをＨＶ走行モードにより走
行させることができる走行可能範囲を表す情報、言い換えれば、ＰＨＶを利用したユーザ
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の行動可能範囲を適切なタイミングでユーザに提示（報知）して、運転を支援するもので
ある。このため、電子制御ユニット１１は、図２に示す提示プログラムを実行する。以下
、この提示プログラムを具体的に説明する。
【００４４】
　ユーザ（運転者）がＰＨＶのイグニッションスイッチ（あるいは、起動スイッチ）をオ
ン状態に操作すると、本装置１０の電子制御ユニット１１は、図２に示す提示プログラム
の実行をステップＳ１０にて開始する。そして、電子制御ユニット１１は、続くステップ
Ｓ１１にて、ＰＨＶをＥＶ走行モードにより走行させることができる航続可能距離を算出
する。
【００４５】
　具体的に説明すると、ステップＳ１１において、電子制御ユニット１１は、インターフ
ェースを介してＰＨＶ側に設けられた充電状態検出センサＢからの信号を受信し、ＰＨＶ
に搭載されているバッテリの現在のバッテリ総残量ＳＯＣｒを表す総充電量情報を記憶ユ
ニット１３の所定記憶位置に一時的に記憶する。又、電子制御ユニット１１は、電力情報
取得ユニット１４から電力由来識別情報及び電力量情報を取得し、この取得した各情報に
基づき、バッテリ総残量ＳＯＣｒのうち、グリーン電力によって充電された電力量を表す
バッテリ残量ＳＯＣｒｇと、自家発電されたグリーン電力によって充電された電力量を表
すバッテリ残量ＳＯＣｊと、非グリーン電力によって充電された電力量を表すバッテリ残
量ＳＯＣｒｓとを把握する。そして、電子制御ユニット１１は、バッテリ残量ＳＯＣｒｇ
を表すグリーン電力充電量情報と、バッテリ残量ＳＯＣｊを表す自家発電グリーン電力充
電量情報と、バッテリ残量ＳＯＣｒｓを表す非グリーン電力充電量情報とをそれぞれ区別
して、記憶ユニット１３の所定記憶位置に一時的に記憶する。
【００４６】
　又、電子制御ユニット１１は、記憶ユニット１３の所定記憶位置に記憶されており、Ｐ
ＨＶの車型ごとに予め設定されているＥＶ走行モードにおけるバッテリの電力消費率Ｄ（
以下、この消費率を「電費Ｄ」と称呼する。）を取得する。そして、電子制御ユニット１
１は、前記一時的に記憶した総充電量情報によって表されるバッテリ総残量ＳＯＣｒ、グ
リーン電力充電量情報によって表されるバッテリ残量ＳＯＣｇ、自家発電グリーン電力充
電量情報によって表されるバッテリ残量ＳＯＣｊ及び非グリーン電力充電量情報によって
表されるバッテリ残量ＳＯＣｓのそれぞれを電費Ｄで除する。これにより、電子制御ユニ
ット１１は、バッテリ総残量ＳＯＣｒを電費Ｄで除することによってＰＨＶをＥＶ走行モ
ードにより走行させることができる最大の航続可能距離Ｌｒを算出するとともに、バッテ
リ残量ＳＯＣｇを電費Ｄで除することによってＰＨＶをグリーン電力を利用したＥＶ走行
モードにより走行させることができる航続可能距離Ｌｇ、バッテリ残量ＳＯＣｊを電費Ｄ
で除することによってＰＨＶを自家発電グリーン電力を利用したＥＶ走行モードにより走
行させることができる航続可能距離Ｌｊ及びＰＨＶを非グリーン電力を利用したＥＶ走行
モードにより走行させることができる航続可能距離Ｌｓを算出する。このように、航続可
能距離Ｌｒ、航続可能距離Ｌｇ、航続可能距離Ｌｊ及び航続可能距離Ｌｓを算出すると、
電子制御ユニット１１はステップＳ１２に進む。
【００４７】
　又、本実施形態においては、上述したように、電費Ｄを予めＰＨＶの車型ごとに設定さ
れるものとして実施する。この場合、電費Ｄについては、例えば、ユーザ（運転者）によ
るＰＨＶの運転態様（運転スタイル）に依存して変化する可能性がある。このため、例え
ば、ユーザ（運転者）による過去のＰＨＶの走行における電費Ｄを算出しておき、この算
出した電費Ｄを更新してデータベースに記憶する（所謂、電費Ｄを学習する）ように実施
することも可能である。
【００４８】
　ステップＳ１２においては、電子制御ユニット１１は、ナビゲーションユニット１５と
協働して、ＰＨＶの現在地を中心としてＰＨＶが走行することができる道路（以下、この
道路を「経路」と称呼する。）を利用して到達することができる地点、すなわち、到達可
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能地点を、前記ステップＳ１１にて電力の由来ごとに算出した航続可能距離Ｌｒ、航続可
能距離Ｌｇ、航続可能距離Ｌｊ及び航続可能距離Ｌｓを用いてそれぞれ特定する。以下、
このステップＳ１２における特定処理を詳細に説明する。
【００４９】
　まず、ナビゲーションユニット１５による経路の決定から説明する。ナビゲーションユ
ニット１５は、図示を省略するＧＰＳ信号検出信号や速度センサ等によって検出された各
種検出値を用いて、周知の方法に従ってＰＨＶの現在地を特定する。続いて、ナビゲーシ
ョンユニット１５は、記憶ユニット１３の所定記憶位置に記憶されている各種データのう
ち、特定したＰＨＶの現在地を中心とする広域地図を表す地図情報（より具体的には道路
データ）を取得する。そして、ナビゲーションユニット１５は、ＰＨＶの現在地を中心と
して、ＰＨＶの走行可能な道路すなわち経路を特定する。このように、ナビゲーションユ
ニット１５は、ＰＨＶの現在地を中心としてＰＨＶが走行可能な経路を特定すると、この
特定した経路を含む地図情報を電子制御ユニット１１に供給する。
【００５０】
　電子制御ユニット１１は、ナビゲーションユニット１５によって特定された経路に関し
、特定された経路上を仮にＰＨＶが現在地から走行したとする距離Ｌｄ（以下、この距離
を「経路距離Ｌｄ」と称呼する。）と、前記ステップＳ１１にて算出した最大の航続可能
距離Ｌｒとを比較して、経路距離Ｌｄの大きさが最大の航続可能距離Ｌｒの大きさよりも
小さくなる（以下となる）地点（以下、この地点を「最大到達可能地点」と称呼する。）
を、特定された経路ごとに決定する。ここで、ＰＨＶが経路上を走行する場合において、
例えば、ＰＨＶを中心として最大の航続可能距離Ｌｒを半径とする円を想定したとき、こ
の円によって決定される経路上の地点までＰＨＶが走行して移動したすると、通常、前記
地点に到着するまでにＰＨＶが走行しなければならない距離は経路ごとに異なる。すなわ
ち、ＰＨＶの現在地から延びる経路は、一般に、直線のみではなくカーブや曲がり角等が
存在するため、中心からの直線距離が単純に最大の航続可能距離Ｌｒで同一であっても、
実際の経路距離Ｌｄはそれぞれの経路で異なる。従って、電子制御ユニット１１は、経路
ごとに、経路上をＰＨＶが走行したとするときの経路距離Ｌｄが最大の航続可能距離Ｌｒ
よりも小さくなる（以下となる）最大到達可能地点を決定する。
【００５１】
　ところで、最大到達可能地点までＰＨＶが走行する状況は、バッテリに充電されている
総バッテリ残量ＳＯＣｒを利用した場合である。この場合、総バッテリ残量ＳＯＣｒは、
上述したように、バッテリ残量ＳＯＣｇ、バッテリ残量ＳＯＣｊ及びバッテリ残量ＳＯＣ
ｓの合計である。従って、電子制御ユニット１１は、最大到達可能地点までをバッテリ残
量の内訳に基づいて細分化する、すなわち、ＰＨＶがバッテリ残量ＳＯＣｇ、バッテリ残
量ＳＯＣｊ及びバッテリ残量ＳＯＣｓのそれぞれを利用して経路上を走行する場合に到達
し得る地点をそれぞれ決定する。ここで、電子制御ユニット１１は、バッテリ残量ＳＯＣ
の利用順として、ＰＨＶの現在地から遠ざかる方向にて、バッテリ残量ＳＯＣｊ、バッテ
リ残量ＳＯＣｇ、バッテリ残量ＳＯＣｓの順に利用する場合にそれぞれ到達し得る地点を
決定する。なお、以下の説明においては、バッテリ残量ＳＯＣｊを利用して経路上を走行
した場合に到着し得る地点を「自家発電グリーン電力利用到達可能地点」と称呼し、バッ
テリ残量ＳＯＣｇを利用して経路上を走行した場合に到達し得る地点を「グリーン電力利
用到達可能地点」と称呼し、バッテリ残量ＳＯＣｓを利用して経路上を走行した場合に到
達し得る地点を「非グリーン電力利用到達可能地点」と称呼する。
【００５２】
　すなわち、電子制御ユニット１１は、上述した最大到達可能地点の決定と同様にして、
ナビゲーションユニット１５によって特定された経路上をＰＨＶが走行する経路距離Ｌｄ
と、前記ステップＳ１１にて算出した航続可能距離Ｌｊとを比較して、経路距離Ｌｄの大
きさが航続可能距離Ｌｊの大きさよりも小さくなる（以下となる）地点、すなわち、自家
発電グリーン電力利用到達可能地点を経路ごとに決定する。又、電子制御ユニット１１は
、前記決定した自家発電グリーン電力利用到達可能地点を起点として、特定された経路上
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をＰＨＶが走行する経路距離Ｌｄと、前記ステップＳ１１にて算出した航続可能距離Ｌｇ
とを比較して、経路距離Ｌｄの大きさが航続可能距離Ｌｇの大きさよりも小さくなる（以
下となる）地点、すなわち、グリーン電力利用到達可能地点を経路ごとに決定する。更に
、電子制御ユニット１１は、非グリーン電力を利用して経路上を走行することにより到達
し得る非グリーン電力利用到達可能地点すなわち上述したように決定した最大到達可能地
点と一致する地点を決定する。そして、このように電子制御ユニット１１は、最大到達可
能地点、自家発電グリーン電力利用到達可能地点、グリーン電力利用到達可能地点及び本
実施形態において最大到達可能地点と一致する非グリーン電力利用到達可能地点を決定す
ると、ステップＳ１３に進む。
【００５３】
　ステップＳ１３においては、電子制御ユニット１１は、前記ステップＳ１２にて経路ご
とに決定した複数の最大到達可能地点群（本実施形態においては非グリーン電力利用到達
可能地点群と一致）、複数の自家発電グリーン電力利用到達可能地点群及び複数のグリー
ン電力利用到達可能地点群をそれぞれ接続して、多角形状の複数の領域すなわち電力の由
来を反映したユーザの行動可能範囲を決定する。なお、この各地点群の接続に関しては、
形成される多角形状の領域の面積が最大となるように接続されることが好ましい。又、こ
の場合、各地点群を接続した多角形を周知の方法に従ってスムージング処理して最終的に
領域を決定することが好ましい。
【００５４】
　ここで、このように決定される領域について、以下の説明においては、自家発電グリー
ン電力利用到達可能地点群を接続することによって形成される領域を自家発電グリーン電
力利用行動可能範囲と称呼し、グリーン電力利用到達可能地点群を接続することによって
形成される領域をグリーン電力利用行動可能範囲と称呼し、残りの領域を非グリーン電力
利用行動可能範囲と称呼する。そして、このように決定される各行動可能範囲は、ＰＨＶ
の現在地を中心として遠方に向けて、自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン
電力利用行動可能範囲、非グリーン電力利用行動可能範囲の順に区画される。
【００５５】
　更に、電子制御ユニット１１は、ステップＳ１３において、内燃機関による駆動力をも
利用するＨＶ走行モードによってＰＨＶを走行させることが可能な領域を決定する。なお
、ＨＶ走行モードによって走行可能な領域の決定については、以下に簡単に説明しておく
。
【００５６】
　電子制御ユニット１１は、インターフェースを介してＰＨＶ側に設けられた燃料残量検
出センサＦからの信号を受信し、ＰＨＶに搭載されている燃料タンクの現在の燃料残量Ｆ
ｒを表す燃料残量情報を記憶ユニット１３の所定記憶位置に一時的に記憶する。又、電子
制御ユニット１１は、記憶ユニット１３の所定記憶位置に記憶されており、ＰＨＶの車型
ごとに予め設定されているＨＶ走行モードにおける燃料消費率Ｎ（以下、この消費率を「
燃費Ｎ」と称呼する。）を取得する。そして、電子制御ユニット１１は、燃料残量Ｆｒを
燃費Ｎで除することによってＰＨＶをＨＶ走行モードにより走行させることができる最大
の航続可能距離Ｌｒｈｖを算出する。
【００５７】
　続いて、電子制御ユニット１１は、ナビゲーションユニット１５によって特定された経
路に関し、上述したように決定した最大到達可能地点を起点として、特定された経路上を
ＰＨＶがＨＶ走行モードにより走行したとする経路距離Ｌｄと、算出した最大の航続可能
距離Ｌｒｈｖとを比較する。そして、電子制御ユニット１１は、経路距離Ｌｄの大きさが
最大の航続可能距離Ｌｒｈｖの大きさよりも小さくなる（以下となる）地点を経路ごとに
決定する。なお、以下、このように決定される地点を「ＨＶ到達可能地点」と称呼する。
このように、ＨＶ到達可能地点を決定すると、電子制御ユニット１１は、経路ごとに決定
した複数のＨＶ到達可能地点群をそれぞれ接続して、多角形状の領域すなわちＨＶ走行モ
ードによるユーザの行動可能範囲（以下、この行動可能範囲を「ＨＶ行動可能範囲」と称
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呼する。）を決定する。なお、この地点群の接続に関しても、形成される多角形状の領域
の面積が最大となるように接続されることが好ましい。又、この場合、各地点群を接続し
た多角形を周知の方法に従ってスムージング処理して最終的に領域を決定することが好ま
しい。
【００５８】
　このように、自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲
及び非グリーン電力利用行動可能範囲を決定するとともにＨＶ行動可能範囲を決定すると
、電子制御ユニット１１は、ステップＳ１４に進む。
【００５９】
　ステップＳ１４においては、電子制御ユニット１１は、前記ステップＳ１３にて決定し
た自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲、非グリーン
電力利用行動可能範囲及びＨＶ行動可能範囲を情報提示ユニット１２を利用してユーザに
提示（報知）する。具体的に説明すると、電子制御ユニット１１は、前記ステップＳ１３
にて決定した各行動可能範囲を表すとともに描写するために必要な描写データ（具体的に
は、座標データ等）を情報提示ユニット１２に供給する。情報提示ユニット１２において
は、供給された描写データを取得するとともに、ナビゲーションユニット１５からＰＨＶ
の現在地を中心する広域を表す地図情報（具体的には、道路データ）を取得する。そして
、情報提示ユニット１２は、詳細な図示を省略するが、液晶表示部（表示パネル）上にて
、図３に示すように、ナビゲーションユニット１５から取得したＰＨＶの現在地周辺の地
図（道路）を表示し、この地図（道路）表示に重畳させて自家発電グリーン電力利用行動
可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲、非グリーン電力利用行動可能範囲及びＨＶ行
動可能範囲を区別して表示する。
【００６０】
　なお、図３においては、図示の制約上、各行動可能範囲を区別する線図（境界線）のみ
を地図上に重畳して表示するが、より好ましくは、各行動可能範囲について色を塗り分け
ることによって区別して表示するとよい。又、図３においては、理解を容易とするために
、ＨＶ行動可能範囲を表示するようにした。しかし、一般に、ＨＶ行動可能範囲は、ＥＶ
走行モードによる行動可能範囲よりも広大となるため、同一尺度の地図上に表示されない
場合が存在することは言うまでもなく、又、色を塗り分けて表示する場合においてＨＶ行
動可能範囲に色を付することを省略してユーザ（運転者）が地図（道路）を見やすいよう
にすることが可能であることも言うまでもない。
【００６１】
　このように、情報提示ユニット１２によって各行動可能範囲が提示（報知）されること
により、ユーザ（運転者）は、ＰＨＶをＥＶ走行モードにより走行させることができる範
囲を極めて容易に理解することができる。従って、ユーザ（運転者）は地球環境の保全を
意識しながら、ＰＨＶを利用して行動することができる。そして、情報提示ユニット１２
によって自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲、非グ
リーン電力利用行動可能範囲及びＨＶ行動可能範囲がユーザ（運転者）に対して提示（報
知）されると、電子制御ユニット１１は、ステップＳ１５に進み、提示プログラムの実行
を終了する。
【００６２】
　以上の説明からも理解できるように、上述した第１実施形態においては、ユーザ（運転
者）がＰＨＶを走行させて行動するときに有益となる情報、すなわち、ＰＨＶをＥＶ走行
モードにより走行させることができる行動可能範囲と、ＰＨＶをＨＶ走行モードにより走
行させることができる行動可能範囲とを区別してユーザ（運転者）に提示（報知）するこ
とができる。更には、ＰＨＶをＥＶ走行モードにより走行させることができる行動可能範
囲として、バッテリに充電されたグリーン電力を利用する行動可能範囲（自家発電グリー
ン電力利用行動可能範囲及びグリーン電力利用行動可能範囲）と、バッテリに充電された
非グリーン電力を利用する行動可能範囲（非グリーン電力利用行動可能範囲）とを区別し
てユーザ（運転者）に提示（報知）することができる。
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【００６３】
　これにより、ユーザ（運転者）は、極めて容易にＰＨＶをＥＶ走行モードによって走行
させることができる範囲を把握することができる。その結果、途中での充電の要否を正確
に把握することができ、ユーザ（運転者）が覚える不安を効果的に解消することができる
。又、グリーン電力を利用して行動する範囲を適切に提示（報知）することができるため
、特に、ユーザ（運転者）の環境意識の高まりに合わせた適切な情報を提示（報知）する
ことができ、例えば、グリーン電力の利用を重視したい意図を極めて容易に満足させる（
実現させる）ことができる。その結果、環境保全に良好に寄与することができる。
【００６４】
ｂ．第２実施形態
　上記第１実施形態においては、電子制御ユニット１１は、提示プログラムの実行により
、自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲、非グリーン
電力利用行動可能範囲及びＨＶ行動可能範囲の決定に際して、ナビゲーションユニット１
５によって特定された経路上におけるそれぞれの到達可能地点を決定するように実施した
。この場合、特定される経路の数に応じて決定すべき到達可能地点の数が必要以上に増加
するため、到達可能地点を接続して上述した各行動可能範囲を決定するにあたっては、電
子制御ユニット１１に大きな負荷を与えることになる。このため、電子制御ユニット１１
に対する負荷を軽減して効率よく各行動可能範囲を決定するように実施することも可能で
ある。以下、この第２実施形態を説明するが、上記第１実施形態と同一部分に同一の符号
を付し、その説明を省略する。
【００６５】
　この第２実施形態においては、電子制御ユニット１１は、図４に示す提示プログラムを
実行する。ここで、この第２実施形態における提示プログラムは、上述した第１実施形態
における提示プログラムに比して、各行動可能範囲を決定するためのステップＳ２０及び
ステップＳ２１が追加される点で若干異なる。すなわち、この第２実施形態においては、
ＰＨＶの現在地を中心として、周方向にて所定の角度範囲ごと（例えば、５°間隔程度）
に設定される区域内における一意的な到達可能地点を決定していき、最終的に各区域ごと
に決定された各到達可能地点群を接続することによって領域すなわち行動可能範囲を形成
する。従って、以下、この追加されたステップＳ２０及びステップＳ２１を具体的に説明
する。
【００６６】
　電子制御ユニット１１は、上述した第１実施形態と同様に、提示プログラムのステップ
Ｓ１２にて、最大到達可能地点、自家発電グリーン電力利用到達可能地点、グリーン電力
利用到達可能地点及び非グリーン電力利用到達可能地点を決定するとともに、ＨＶ到達可
能地点をも決定する。そして、電子制御ユニット１１は、各到達可能地点を決定すると、
ステップＳ２０に進む。
【００６７】
　ステップＳ２０においては、電子制御ユニット１１は、前記ステップＳ１２にて決定し
た各到達可能地点に関し、ＰＨＶの現在地を中心として周方向にて所定の角度範囲（例え
ば、５°）すなわち区域内に存在する各到達可能地点のうち、ＰＨＶの現在地からの直線
距離が最大となる到達可能地点を特定する。具体的に説明すると、電子制御ユニット１１
は、例えば、ＰＨＶの現在地にて真北方向を基準として設定し、真北から東方向に所定の
角度（例えば、５°程度）だけ回転して設定される区域内に存在する各到達可能地点、す
なわち、最大到達可能地点（本実施形態においても、非グリーン電力利用到達可能地点と
一致する）、自家発電グリーン電力利用到達可能地点、グリーン電力利用到達可能地点及
びＨＶ到達可能地点を取得する。続いて、電子制御ユニット１１は、取得した最大到達可
能地点（非グリーン電力利用到達可能地点）、自家発電グリーン電力利用到達可能地点、
グリーン電力利用到達可能地点及びＨＶ到達可能地点のそれぞれについて、この領域内に
てＰＨＶの現在地からの直線距離が最大となる最大到達可能地点（非グリーン電力利用到
達可能地点）、自家発電グリーン電力利用到達可能地点グリーン電力利用到達可能地点及
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びＨＶ到達可能地点を特定する。
【００６８】
　ここで、ステップＳ２０にて特定される最大到達可能地点（非グリーン電力利用到達可
能地点）、自家発電グリーン電力利用到達可能地点、グリーン電力利用到達可能地点及び
ＨＶ到達可能地点は、それぞれ、設定される区域内で複数の地点からＰＨＶの現在地から
の直線距離が最大となる地点、すなわち、区域内で１地点ずつ特定される。この場合、例
えば、区域内に最大到達可能地点（非グリーン電力利用到達可能地点）、自家発電グリー
ン電力利用到達可能地点、グリーン電力利用到達可能地点及びＨＶ到達可能地点の何れの
地点も存在しない場合や、連続する２区域にてＰＨＶの現在地からの直線距離が最大とな
る各到達可能地点が存在しない場合には、区域間の境界に到達可能地点が存在する可能性
があるため、この場合には、所定の角度間隔をより小さく設定して区画を設定するとよい
。これにより、確実に、各区域内で１つずつの各到達可能地点を特定することができる。
【００６９】
　続いて、電子制御ユニット１１は、ステップＳ２１にて、前記ステップＳ２０における
領域内にてＰＨＶの現在地からの直線距離が最大となる最大到達可能地点（非グリーン電
力利用到達可能地点）、自家発電グリーン電力利用到達可能地点、グリーン電力利用到達
可能地点及びＨＶ到達可能地点の特定処理が、ＰＨＶの全周方向に渡り完了したか否かを
判定する。すなわち、電子制御ユニット１１は、区域をＰＨＶの全周に渡り、言い換えれ
ば、３６０°分に渡り設定して各到達可能地点を特定していれば、「Ｙｅｓ」と判定して
ステップＳ１３に進む。一方、未だ、区域をＰＨＶの全周（３６０°）に渡り設定して各
到達可能地点を特定していなければ、電子制御ユニット１１は「Ｎｏ」と判定してステッ
プＳ２０に戻り、ステップＳ２０のステップ処理を実行する。
【００７０】
　そして、ＰＨＶの全周方向に渡り設定された区域ごとに、ＰＨＶの現在地からの直線距
離が最大となる最大到達可能地点（非グリーン電力利用到達可能地点）、自家発電グリー
ン電力利用到達可能地点、グリーン電力利用到達可能地点及びＨＶ到達可能地点が特定さ
れると、電子制御ユニット１１は、上述した第１実施形態と同様に、ステップＳ１３以降
の各ステップ処理を実行する。
【００７１】
　すなわち、電子制御ユニット１１は、前記ステップＳ２０にて区域ごとに決定してＰＨ
Ｖの周方向に複数存在する最大到達可能地点群（本実施形態においても非グリーン電力利
用到達可能地点群と一致）、複数の自家発電グリーン電力利用到達可能地点群、複数のグ
リーン電力利用到達可能地点群及び複数のＨＶ到達可能地点群をぞれぞれ接続する。なお
、この第２実施形態においても、各到達可能地点群を接続するときには、形成される多角
形状の領域の面積が最大となるように接続されることが好ましく、又、周知の方法に従っ
てスムージング処理して最終的に領域を決定することが好ましい。これにより、電子制御
ユニット１１は、この第２実施形態においても、各行動可能範囲を、ＰＨＶの現在地を中
心として遠方に向けて、自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動
可能範囲、非グリーン電力利用行動可能範囲及びＨＶ行動可能範囲の順に区画する。
【００７２】
　そして、電子制御ユニット１１は、続くステップＳ１４にて、前記ステップＳ１３にて
決定した自家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲、非グ
リーン電力利用行動可能範囲及びＨＶ行動可能範囲を情報提示ユニット１２を利用してユ
ーザに提示（報知）する。なお、この場合においても、情報提示ユニット１２は、図３に
示したように、ナビゲーションユニット１５から取得したＰＨＶの現在地周辺の地図（道
路）を表示し、この地図（道路）表示に重畳させて自家発電グリーン電力利用行動可能範
囲、グリーン電力利用行動可能範囲、非グリーン電力利用行動可能範囲及びＨＶ行動可能
範囲を、例えば、色を塗り分けることによって区別して表示する。そして、電子制御ユニ
ット１１は、ステップＳ１５にて、提示プログラムの実行を終了する。
【００７３】
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　このように、この第２実施形態においては、ＰＨＶの周囲に区域を設定し、この区域内
における一意的な到達可能地点を特定して各行動可能範囲を決定することができる。これ
により、電子制御ユニット１１に対する負荷を軽減することができるとともに、効率よく
各行動可能範囲を決定することができる。
【００７４】
　又、この第２実施形態においても、ユーザ（運転者）がＰＨＶを走行させて行動すると
きに有益となる情報、すなわち、ＰＨＶをＥＶ走行モードにより走行させることができる
行動可能範囲と、ＰＨＶをＨＶ走行モードにより走行させることができる行動可能範囲と
を区別してユーザ（運転者）に提示（報知）することができる。更には、この第２実施形
態においても、ＰＨＶをＥＶ走行モードにより走行させることができる行動可能範囲とし
て、バッテリに充電されたグリーン電力を利用する行動可能範囲（自家発電グリーン電力
利用行動可能範囲及びグリーン電力利用行動可能範囲）と、バッテリに充電された非グリ
ーン電力を利用する行動可能範囲（非グリーン電力利用行動可能範囲）とを区別してユー
ザ（運転者）に提示（報知）することができる。
【００７５】
　これにより、この第２実施形態においても、ユーザ（運転者）は、極めて容易にＰＨＶ
をＥＶ走行モードによって走行させることができる範囲を把握することができる。その結
果、途中での充電の要否を正確に把握することができ、ユーザ（運転者）が覚える不安を
効果的に解消することができる。又、この第２実施形態においても、グリーン電力を利用
して行動する範囲を適切に提示（報知）することができるため、特に、ユーザ（運転者）
の環境意識の高まりに合わせた適切な情報を提示（報知）することができ、例えば、グリ
ーン電力の利用を重視したい意図を極めて容易に満足させる（実現させる）ことができる
。その結果、環境保全に良好に寄与することができる。
【００７６】
ｃ．その他の変形例
　上記第１及び第２実施形態においては、既にＰＨＶのバッテリに充電されている電力、
より具体的には、自家発電グリーン電力、グリーン電力及び非グリーン電力を利用してＰ
ＨＶを走行させてユーザ（運転者）が行動する場合を説明した。この場合、行動中におい
て、特に、公共の充電スタンドを利用してグリーン電力を購入（充電）し、グリーン電力
を利用するグリーン電力利用行動可能範囲を広げるように実施することも可能である。す
なわち、この場合には、本装置１０における電子制御ユニット１１は、ナビゲーションユ
ニット１５と協働して、現在、ＰＨＶが走行している経路に沿って設置されている充電ス
タンドのうち、上述したように決定されるグリーン電力利用行動可能範囲と非グリーン電
力利用行動可能範囲との境界近傍（より詳しくは、この境界からグリーン電力利用行動可
能範囲側）に存在する充電スタンドを検索する。そして、電子制御ユニット１１は、情報
提示ユニット１２を利用して、ユーザ（運転者）に検索した充電スタンドを提示して案内
する。
【００７７】
　これにより、ユーザ（運転者）は、提示された充電スタンドまでグリーン電力を利用し
たＥＶ走行モードにより移動することができる。そして、ユーザ（運転者）は、移動先に
設置された充電スタンドによってグリーン電力を選択して購入し、この購入したグリーン
電力をＰＨＶのバッテリに充電することができる。このようにグリーン電力を充電するこ
とにより、バッテリ残量ＳＯＣｇを増加させることができるため、グリーン電力利用行動
可能範囲を広げることができる。従って、ユーザ（運転者）は、より地球環境の保全に寄
与しながらＰＨＶを利用して行動することができる。
【００７８】
　なお、この場合、よく知られているように、例えば、ＣＯ２排出量取引等に基づく換算
を実施することにより、非グリーン電力であっても、その一部（又は全部）をグリーン電
力とみなすことが可能となる場合がある。従って、電子制御ユニット１１は、例えば、図
示を省略する外部に設けられたサーバ等と周知のネットワーク通信手段（具体的には、イ
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ンターネット通信手段）を利用して通信することによって上述したＣＯ２排出量取引等に
よる非グリーン電力のみなしグリーン電力化比率を把握し、見かけ上、バッテリ残量ＳＯ
Ｃｓを減少させてバッテリ残量ＳＯＣｇを増加させるように実施することも可能である。
この場合であっても、見かけ上、バッテリ残量ＳＯＣｇを増加させることができるため、
グリーン電力利用行動可能範囲を広げることができる。従って、ユーザ（運転者）は、地
球環境の保全に寄与しながらＰＨＶを利用して行動することができる。
【００７９】
　又、上記第１及び第２実施形態において、ＰＨＶがＥＶ走行モードで走行している状態
からＨＶ走行モードで走行している状態に変更されるとき、言い換えれば、ＰＨＶが走行
に伴って非グリーン電力利用行動可能範囲からＨＶ行動可能範囲に移動するときに、ユー
ザ（運転）に対して、この状態の変更（行動可能範囲の移動）を報知するように実施する
ことも可能である。具体的に説明すると、電子制御ユニット１１は、ナビゲーションユニ
ット１５と協働して、同ユニット１５によって検出されたＰＨＶの現在地を取得する。そ
して、電子制御ユニット１１は、取得したＰＨＶの現在地に基づき、現在、ＰＨＶが自家
発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲及び非グリーン電力
利用行動可能範囲のいずれかの領域内に存在している状態から、例えば、非グリーン電力
利用行動可能範囲からＨＶ行動可能範囲にＰＨＶが移動する状況にあるときは、情報提示
ユニット１２を利用して、ユーザ（運転者）に対してＰＨＶの走行モードがＥＶ走行モー
ドからＨＶ走行モードに切り替わることを報知する。
【００８０】
　より具体的には、電子制御ユニット１１は、例えば、非グリーン電力利用行動可能範囲
とＨＶ行動可能範囲との境界付近にＰＨＶが存在し、かつ、ＰＨＶの進行方向がＨＶ行動
可能範囲に向けて走行している状況であるとき、言い換えれば、ＰＨＶのバッテリにおけ
るバッテリ残量ＳＯＣが減少して内燃機関による駆動力の利用が必要となる状況であると
き、情報提示ユニット１２に対し、「間もなく、ＥＶ走行モードからＨＶ走行モードに切
り替わります。」等のメッセージを出力させるための情報を供給する。これにより、情報
提示ユニット１２は、例えば、音声出力により、上述したメッセージをユーザ（運転者）
に対して報知（提示）する。これにより、ユーザ（運転者）は、ＰＨＶの走行モードに変
更（切り替わり）を容易に把握することができる。
【００８１】
　更に、このように、ユーザ（運転者）に対して、ＰＨＶの走行モードに切り替わりを報
知することができる場合、同様にして、電子制御ユニット１１は、ＰＨＶが、例えば、自
家発電グリーン電力及びグリーン電力を利用したＥＶ走行モードから非グリーン電力を利
用した走行モードに切り替わるとき、言い換えれば、本実施形態においてＰＨＶが走行に
伴ってグリーン電力利用行動可能範囲から非グリーン電力利用行動可能範囲に移動すると
きに、ユーザ（運転者）に対してこの利用電力の切り替わりを報知するように実施するこ
とも可能である。すなわち、この場合においても、電子制御ユニット１１は、ナビゲーシ
ョンユニット１５と協働して、同ユニット１５によって検出されたＰＨＶの現在地を取得
する。そして、電子制御ユニット１１は、取得したＰＨＶの現在地に基づき、現在、ＰＨ
Ｖが自家発電グリーン電力利用行動可能範囲及びグリーン電力利用行動可能範囲のいずれ
かの領域内に存在している状態から、非グリーン電力利用可能範囲にＰＨＶが移動する状
況にあるときは、情報提示ユニット１２を利用して、ユーザ（運転者）に対してＥＶ走行
モードにより走行しているＰＨＶが利用している電力がグリーン電力から非グリーン電力
に切り替わることを報知する。
【００８２】
　より具体的には、電子制御ユニット１１は、例えば、グリーン電力利用行動可能範囲と
非グリーン電力利用行動可能範囲との境界付近にＰＨＶが存在し、かつ、ＰＨＶの進行方
向が非グリーン電力利用行動可能範囲に向けて走行している状況であるとき、言い換えれ
ば、ＰＨＶの総バッテリ残量ＳＯＣｒにおけるグリーン電力を構成するバッテリ残量ＳＯ
Ｃｇが減少して非グリーン電力であるバッテリ残量ＳＯＣｓの利用が必要となる状況であ
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るとき、情報提示ユニット１２に対し、「間もなく、グリーン電力の利用状態から非グリ
ーン電力の利用状態に切り替わります。」等のメッセージを音声出力させる。これにより
、地球環境の保全を重視するユーザ（運転者）に対して、適切な情報を報知することがで
きる。
【００８３】
　なお、このように、グリーン電力を利用したＥＶ走行モードから非グリーン電力を利用
したＥＶ走行モードへの切り替わりをユーザ（運転者）に報知する際、電子制御ユニット
１１が、上述したように、ユーザ（運転者）に対して、公共の充電スタンドを利用してグ
リーン電力を購入するか否かを確認するように実施することも可能である。すなわち、電
子制御ユニット１１は、情報提示ユニット１２を利用して、ユーザ（運転者）に上述した
ような電力の利用状態の切り替わりを表すメッセージを報知するとともに、例えば、「グ
リーン電力を購入しますか？」等のメッセージを報知する。このメッセージに応じて、ユ
ーザ（運転者）がグリーン電力の購入を希望する場合、電子制御ユニット１１は、ナビゲ
ーションユニット１５と協働して、例えば、現在、ＰＨＶが走行している経路に沿って設
定されている充電スタンドのうち、グリーン電力利用行動可能範囲と非グリーン電力利用
行動可能範囲との境界近傍（より詳しくは、この境界からグリーン電力利用行動可能範囲
側）に存在する充電スタンドを検索し、この検索した充電スタンドをユーザ（運転者）に
提示して案内する。
【００８４】
　これにより、ユーザ（運転者）は、案内された充電スタンドによってグリーン電力を購
入して充電することができる。従って、バッテリ残量ＳＯＣｇを増加させることができる
ため、グリーン電力利用行動可能範囲を広げることができ、ユーザ（運転者）は、確実に
地球環境の保全に寄与しながらＰＨＶを利用して行動することができる。
【００８５】
　又、上記第１及び第２実施形態においては、上述したように、バッテリ総残量ＳＯＣｒ
、バッテリ残量ＳＯＣｇ、バッテリ残量ＳＯＣｊ及びバッテリ残量ＳＯＣｓのそれぞれを
電費Ｄで除することにより、現在地（出発地）からの往路のみ、すなわち、現在地（出発
地）から最も離れた地点まで移動することを想定した航続可能距離を算出するように実施
する。しかし、この場合、上述したように算出した航続可能距離Ｌｒ、航続可能距離Ｌｇ
、航続可能距離Ｌｊ及び航続可能距離Ｌｓを更に「２」で除することにより、この各航続
可能距離を用いることによってＰＨＶが現在地（出発地）からある地点（目的地）までの
間を往復する状況を想定した走行可能範囲（すなわち、行動可能範囲）を決定することが
可能である。
【００８６】
　そして、このようにＰＨＶが現在地（出発地）からある地点（目的地）までの間を往復
する状況を想定した場合において、電子制御ユニット１１は、ユーザ（運転者）が目的地
を超えて更に出発地から離間する方向にＰＨＶを走行させていれば、情報提示ユニット１
２を利用して、例えば、「これ以上走行した場合、ＥＶ走行モードのみでは帰宅できなく
なる可能性が高くなります。」や「これ以上走行した場合、グリーン電力のみを利用した
ＥＶ走行モードでは帰宅できなくなる可能性が高くなります。」等のメッセージを報知す
ることができる。これにより、地球環境の保全を重視するユーザ（運転者）に対して、適
切な情報を報知することができて、運転を支援することができる。
【００８７】
　又、上記第１及び第２実施形態においては、上述したように、電子制御ユニット１１が
バッテリ残量ＳＯＣの利用順として、ＰＨＶの現在地から遠ざかる方向にて、自家発電グ
リーン電力充電量情報によって表されるバッテリ残量ＳＯＣｊ、グリーン電力充電量情報
によって表されるバッテリ残量ＳＯＣｇ、非グリーン電力充電量情報によって表されるバ
ッテリ残量ＳＯＣｓの順に利用する場合を例示的に示した。この場合、本装置１０がユー
ザ（運転者）による各種入力を許容する入力ユニット（設定手段）を備えており、ユーザ
（運転者）がこの入力ユニットを利用してバッテリ残量ＳＯＣの利用順を設定するように
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実施することが可能である。特に、上記第１及び第２実施形態においては、バッテリに充
電される電力の由来として自家発電されたグリーン電力、それ以外のグリーン電力、非グ
リーン電力に区別して実施したが、バッテリに充電される電力の由来がより細分化される
状況、例えば、グリーン電力の由来として、風力発電によるグリーン電力、水力発電によ
るグリーン電力、太陽光発電によるグリーン電力、原子力発電によるグリーン電力等に細
分化される状況では、ユーザ（運転者）が自身の考えや好みに合わせてバッテリ残量ＳＯ
Ｃの利用順を設定することが可能となる。このように、ユーザ（運転者）がバッテリ残量
ＳＯＣの利用順を選択して設定できることにより、グリーン電力を積極的に利用したいユ
ーザ（運転者）は、自身の意図をより適切に反映させることができて地球環境の保全に寄
与しながらＰＨＶを利用して行動することができる。
【００８８】
　更に、上記第１及び第２実施形態においては、上述したように、電力の由来に基づく自
家発電グリーン電力利用行動可能範囲、グリーン電力利用行動可能範囲及び非グリーン電
力利用行動可能範囲（すなわち、行動可能範囲）を区別して提示するとともに内燃機関を
利用したＨＶ行動可能範囲（すなわち、行動可能範囲）を区別して提示する場合を例示的
に示した。この場合、本装置１０が、電力の由来を区別することなく単にバッテリに充電
されている電力を利用した走行可能範囲と、例えば、車両がＰＨＶや燃料電池車両（ＦＣ
Ｖ）であればバッテリに充電されている電力以外の駆動力（具体的に、内燃機関が化石エ
ネルギーを利用して発生した駆動力や燃料電池が水素エネルギーを利用して発生した電力
による駆動力）を利用した走行可能範囲とを区別して提示するように実施することも可能
である。この場合においても、ユーザ（運転者）は、極めて容易にＥＶ走行モードによっ
て行動することができる範囲を把握することができる。その結果、途中での充電の要否を
正確に把握することができ、ユーザ（運転者）が覚える不安を効果的に解消することがで
きる。又、ユーザ（運転者）は、例えば、ＥＶ走行モード又はＦＣＶの燃料電池によって
発電された電力を利用して積極的に走行することにより、地球環境の保全に寄与しながら
行動することができる。
【００８９】
　本発明の実施にあたっては、上記各実施形態及び変形例に限定されるものではなく、本
発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【００９０】
　例えば、上記各実施形態においては、ＰＨＶが、特に、ＥＶ走行モードによって走行す
る場合、ユーザ（運転者）にとって有益となる情報であるバッテリ残量ＳＯＣに応じた行
動可能範囲（航続可能距離に基づく走行可能範囲）を提示するようにした。このような、
バッテリ残量ＳＯＣに応じた行動可能範囲（航続可能距離に基づく走行可能範囲）に関し
ては、ＰＨＶに限定されるものではなく、モータの駆動力のみで走行する電気自動車（Ｅ
Ｖ）（例えば、電動自転車、電動バイク等の二輪車も含む）に本装置１０を適用し、電気
自動車（ＥＶ）を利用するユーザ（運転者）に対してバッテリ残量ＳＯＣに応じた行動可
能範囲（航続可能距離に基づく走行可能範囲）を提示するように実施可能であることは言
うまでもない。この場合であっても、本装置１０は、適切なタイミングでユーザ（運転者
）に行動可能範囲を提示することができるため、上記各実施形態及び変形例と同様の効果
が期待できる。
【００９１】
　又、上記各実施形態及び各変形例においては、本装置１０の電力情報取得ユニット１４
がバッテリに充電される電力の由来を表す電力由来識別情報を充電スタンドごとに設置さ
れたスマートメータを介して取得するように実施した。この場合、電力情報取得ユニット
１４が個々のスマートメータを介して電力由来識別情報を取得することに代えて、例えば
、電力情報取得ユニット１４が外部のネットワークを介して通信する通信ユニットを備え
るように構成し、この通信ユニットを利用して外部に設けられたサーバから供給される電
力由来識別情報を取得するように実施することも可能である。これによれば、各充電スタ
ンドにスマートメータを備えておく必要がなく、又、電力情報取得ユニット１４は外部の
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サーバから容易にかつ迅速に電力由来識別情報を取得することができる。なお、このよう
に、電力由来識別情報を外部のサーバから取得する場合、電力情報取得ユニット１４は、
例えば、ＰＨＶ側に設けられている充電状態検出センサＢによって検出されたバッテリ残
量ＳＯＣを取得し、この取得したバッテリ残量ＳＯＣと外部のサーバから取得した電力由
来識別情報とを対応付けることにより、バッテリ総残量ＳＯＣｒの内訳を適切に把握する
ことができる。
【００９２】
　又、上記各実施形態及び各変形例においては、バッテリ総残量ＳＯＣｒ、バッテリ残量
ＳＯＣｇ、バッテリ残量ＳＯＣｊ及びバッテリ残量ＳＯＣｓのそれぞれを電費Ｄで除する
ことにより、簡便に航続可能距離Ｌｒ、航続可能距離Ｌｇ、航続可能距離Ｌｊ及び航続可
能距離Ｌｓを算出するように実施した。この場合、単純に、バッテリ総残量ＳＯＣｒ、バ
ッテリ残量ＳＯＣｇ、バッテリ残量ＳＯＣｊ及びバッテリ残量ＳＯＣｓのぞれぞれに対応
する一義的な航続可能距離を決定したり、逆に、従来から広く実施されているように種々
のパラメータ（例えば、道路の勾配を表すパラメータや交通量を表すパラメータ等）を用
いて詳細な航続可能距離を算出するように実施可能であることは言うまでもない。この場
合あっても、上述した各実施形態及び各変形例と同様の効果が得られる。
【００９３】
　更に、上記各実施形態及び各変形例においては、現在のバッテリ総残量ＳＯＣｒ、バッ
テリ残量ＳＯＣｇ、バッテリ残量ＳＯＣｊ及びバッテリ残量ＳＯＣｓ、あるいは、燃料残
量Ｆｒに基づいて、ＰＨＶがそれぞれのエネルギーを全て利用することによって走行でき
る範囲すなわち行動可能範囲をユーザ（運転者）に提示（報知）するように実施した。こ
れに対して、例えば、ユーザ（運転者）がナビゲーションユニット１５を利用して目的地
を設定するとき、ユーザ（運転者）が電力の由来（グリーン電力か非グリーン電力か）を
指定するとともに、ＰＨＶをＥＶ走行モード又はＨＶ走行モードのいずれかを指定するよ
うに実施することも可能である。この場合においては、ナビゲーションユニット１５は、
電子制御ユニット１１と協働して、ユーザ（運転者）によって指定された電力の由来及び
走行モードにより行動可能範囲を提示（報知）することにより、ユーザ（運転者）は自身
の意図するエネルギーを利用して移動することができる目的地を設定したり、あるいは、
途中で充電することを考慮して目的地を設定したりすることができる。そして、ナビゲー
ションユニット１５は、このように設定された目的地までの経路を探索し、この探索した
経路を案内することができる。
【符号の説明】
【００９４】
　１０…運転支援装置、１１…電子制御ユニット、１２…情報提示ユニット、１３…記憶
ユニット、１４…電力情報取得ユニット、１５…ナビゲーションユニット、Ｂ…充電状態
検出センサ、Ｆ…燃料残量検出センサ、Ｓ…Ｉ／Ｇ操作状態検出センサ
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